
企画提案に係る手続開始の公告

次の業務について、企画提案に係る手続開始にあたり、参加希望者の募集を行うので公告する。

令和５年５月 30 日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

１ 業務概要

⑴ 業務名

令和５年度スポーツコミッション Shizuoka 情報発信業務委託

⑵ 業務内容

別添「企画提案説明書」のとおり

⑶ 履行期間

契約締結日から令和６年３月 31 日（日）まで

⑷ 契約限度額

5,660,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む）

２ 企画提案書等を提出するために必要な要件

次に掲げる条件をすべて満たす者とする。

⑴ 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167 条の４の規定に該当しない者であること。

⑵ 以下の競争入札参加資格を有する者又は新たに競争入札参加資格の審査を受けて参加資格を認

められた者であること。

・静岡県情報システム開発等の業務の委託に係る競争入札参加資格における、「システム開発業務」

又は「システム運用・管理業務」の業務種目

⑶ 以下に該当しないこと。

・静岡県情報システム開発等の業務の委託に係る入札参加停止基準による入札参加停止期間中の者

⑷ 静岡県内に本社、支社、支店又は営業所等の活動拠点を有する者であること。

⑸ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者（更生

手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手

続き開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。

⑹ 最近１年間に国税又は地方税を滞納している者でないこと。

⑺ 下記に該当する者でないこと。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号。以下「法」という。）

第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。）

イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）である者

ウ 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。）

が暴力団員等である者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴

力団又は暴力団員等を利用している者

オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し又は関与している者



カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契

約その他の契約を締結している者

３ 選定基準

提出された書類に基づき、総合的に審査して決定する。

４ 手続等

⑴ 担当部局

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９番６号 静岡県庁別館 20階

静岡県スポーツ・文化観光部スポーツ局スポーツコミッション担当室

電話番号：054－221－3697 FAX：054－221－2980

E-mail : sports-commission@pref.shizuoka.lg.jp

⑵ 企画提案募集要項及び企画提案説明書の配布

ア 配布期間

公告の日から令和５年６月 19日（月）午後５時まで

イ 配布場所

静岡県スポーツ・文化観光部スポーツ局スポーツコミッション担当室ホームページに掲載す

る。

⑶ 参加表明書の提出

本企画提案に参加を希望する者は、次により参加表明書を提出すること。

ア 提出書類

参加表明書（様式１）、会社概要書（詳細は「企画提案募集要項」の別表１参照）

イ 提出期限

令和５年６月９日（金）午後５時まで 郵送又は持参

ウ 提出場所

上記⑴に同じ

⑷ 企画提案書等の提出

本企画提案に参加を希望する者は、次により企画提案書等を提出すること。

ア 提出書類等

企画提案書、業務の実施体制、類似業務の実績、参考見積書、（詳細は「企画提案募集要項」

の別表２参照）

イ 提出期限

令和５年６月 19日（月）午後５時まで 郵送又は持参

ウ 提出場所

上記⑴に同じ

⑸ 審査対象者の選定

ア 企画提案書等を提出した者が５者を越えた場合は、企画提案書等の一部を評価し、審査対象

者として評価点の高い者から５者を選定することがある。ただし、合計点が５番目に高い者が

複数存在した場合は、見積額の低い者を優先して選定する。

イ 審査対象者に選定された者に対しては、選定された旨を電子メールにより、令和５年６月 21

日（水）までに通知する。あわせて、選定通知書を郵送する。



ウ 選定されなかった者（以下、「非選定者」と言う。）に対しては、選定されなかった旨とその

理由を電子メールにより、令和５年６月 21 日（水）までに通知する。あわせて、非選定通知

書を郵送する。

⑹ プレゼンテーション及びヒアリング

審査対象者に選定された者に対しては、企画提案書等のプレゼンテーションの際にヒアリング

を次のとおり実施する。

ア 実施予定日時 令和５年６月 26 日（月）の別途指定した時間

イ 場所 県庁別館 20 階ツナグオフィス

⑺ 契約予定者の特定

ア 企画提案書等を「企画提案募集要項 別表３」で評価し、最も評価点が高い者を契約予定者

として特定する。ただし、評価点が満点の 60％程度未満の場合を除く。また、評価点が最も高

い者が複数存在した場合は、別表３の「２ 特定テーマに対する提案」に係る評価点の合計が

最も高い者を契約予定者とする。別表３の「２ 特定テーマに対する提案」に関する評価点の

合計が同点の場合は、当該者のくじ引きにより特定する。

イ 契約予定者に特定された者に対しては、特定された旨を電子メールにより、令和５年６月 27

日(火)までに通知する。あわせて、特定通知書を郵送する。

ウ 特定されなかった者（以下、「非特定者」という。）に対しては、特定されなかった旨とその

理由を電子メールにより、令和５年６月 27 日(火)までに通知する。あわせて、非特定通知書

を郵送する。

５ その他

⑴ 詳細は「企画提案募集要項」及び「企画提案説明書」による。

⑵ 本募集に係る説明会は行わない。

⑶ 契約手続き等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑷ 企画提案協議に係る一切の費用は参加者の負担とする。

⑸ 提出された書類は一切返却しない。また、企画提案書による提案内容は県に帰属する。

⑹ 契約予定者には、契約締結時に公契約に係る「労働関係法令等遵守の誓約書」を提出してもら

う。

⑺ 照会窓口は静岡県スポーツ局スポーツコミッション担当室（電話番号 054-221-3697）とする。


